
医療費適正化基本方針について

平成２８年９月２９日の第９７回社会保障審議会医療保険部会に提出したもの。
今後、本案に基づき、医療費適正化基本方針の改正について告示予定。
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医療費の見込み（目標）と個別の取組目標との関係の整理案

◎高齢者の医療の確保に関する法律 第９条 ※平成27年改正後
２ 都道府県医療費適正化計画においては、当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の機能の分化及び連携の推進の成果

並びに住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令
で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み（第十一条第四項において「都道府県の医療に要する費
用の目標」という。）に関する事項を定めるものとする。

３ 都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね都道府県における次に掲げる事項について定めるもの
とする。
一 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
二 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
三 前二号の目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
四～六 （略）

＜医療費の見込みの推計式（必須）＞

＜個別の取組目標（任意）＞

○ 医療費の見込みの推計式については、医療費適正化基本方針（平成28年３月告示）で示した医療費の見込み
の算定方法の考え方を踏まえ、以下のように整理したい。
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医療費の見込み（高齢者医療確保法第９条第２項）

・自然体の医療費見込み ▲後発医薬品の普及（80％）による効果
▲特定健診・保健指導の実施率の達成（70％、45％）による効果

▲外来医療費の1人当たり医療費の地域差縮減を目指す取組の効果

・病床機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえた推計

○ 個別の取組目標については、任意記載事項となっているが、各都道府県は、マクロの医療費の見込み
を達成できるような取組目標を定めていただきたい。
※都道府県が独自に設定する取組による効果を盛り込むことは可能。

入院外等

入院



＜第三期の推計方法＞

○ 「【Ａ】基準年度の１人当たり医療費×【Ｂ】（基準年度～推計年度までの１人当たり医療費の伸び率）×推計
年度の都道府県別推計人口」により、推計年度の医療保険に係る都道府県別医療費を算出し、一定の補正をして、
国民医療費ベースに変換し、各都道府県ごとに医療費の見通しを推計した。

○ 第三期は、基準年度をその時点で実績の国民医療費が出ている平成25年度の翌年である平成26年度とする。推計
年度は、計画終期である平成35年度である。

【Ａ】基準年度の１人当たり医療費
①基準年度（平成26年度）の住民住所地別の都道府県別医療費の推計
②診療種別（入院外・歯科）ごとに、事業年報などを用いて、保険者種別の医療費から、住民住所地別の都道府県別

医療費を推計
③これに一定の補正をし、国民医療費ベースに変換し、基準年度（平成26年度）の１人当たり医療費を算出

【Ｂ】 基準年度～推計年度までの１人当たり医療費の伸び率
①直近で実績のわかる平成25年度までの、過去５年間(平成21～25年度までの５年間)の都道府県別医療費の伸び率か

ら 、人口変動率、診療報酬改定の影響（＊1）、高齢化の影響（＊2）を除外し、医療の高度化等（＊3）に起因する１
人当たり医療費の伸び率を設定
（＊１）：全国一律に診療報酬改定の影響が現れるものとする
（＊２）：国民医療費における年齢階級別１人当たり医療費を固定し、都道府県別の年齢階級人口が変化した場合の１人当たり医療費

の伸び率により算出
（＊３）：ロードマップを踏まえた後発医薬品の使用促進の影響等を踏まえて伸び率を設定

②これに、直近の平成28年度に見込まれる診療報酬改定の影響、高齢化の影響を加え、基準年度～推計年度までの１
人当たり医療費の伸び率を設定

推計式の考え方について①

○ 医療費適正化の取組を行う前の自然体の入院外・歯科医療費の推計方法は、第二期（平成25年
度～29年度）と同じ方法とすることを考えている。

※入院医療費については、高齢者医療確保法第９条第２項に基づき、病床機能の分化及び連携の推進の成果
として算出される平成35年度の推計額を用いる。

※病床機能の分化及び連携に伴う在宅医療等の増加分については、医療費の推計として盛り込んでいない。
（Ｐ６参照）
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推計式の考え方について②

○ 平成25年のＮＤＢデータを用いて、後発医薬品のある先発品が、すべて後発医薬品となった場合の効果額
を推計し、この結果を用いて、平成25年度において仮に80％を達成した場合に、平成25年度の医療費に占め
る効果額の割合を算出する。

○ この割合が平成35年度の医療費においても同じ割合を占めると仮定した場合の効果額を推計する。

＜推計式のイメージ＞ ※各都道府県ごとに推計

平成25年10月時点のデータから算出
される後発品のある先発品を100％
後発品に置き換えた場合の効果額

平成２５年１０月の
数量シェア

÷ （ １ － ） × （ 0.8 － 0.7 ）｝｛

÷ 平成２５年度の医療費 × 平成３５年度の医療費

※経済財政運営と改革の基本方針2015（平成27年6月30日閣議決定）において、平成29年央には数量シェアは７０％とされているため、
そこから８０％となった場合を推計。

１．後発医薬品の普及（80％）による適正化効果額の推計方法
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○ 平成20年度から25年度までのレセプトデータ、特定健診等データを用いて、特定保健指導対象者の入院外１
人当たり医療費の経年的推移を分析した。

○ この結果を用いて、特定健診の実施率70％、特定保健指導の実施率45％を達成した場合の効果額を推計する。

＜推計式のイメージ＞ ※各都道府県ごとに推計

当該県の平成２5年度の
特定健診の対象者数

× 0.7 × 0.17 × 0.45 －
平成25年度の特定保健

指導の実施者数
） ×（

特定保健指導による
効果

※平成25年度の実績では、特定健診受診者のうち、特定保健指導の対象となる者の割合が17％であり、これが変わらないと仮定

２．特定健診等の実施率の達成による適正化効果額の推計方法

推計式の考え方について③
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【特定保健指導による効果について】
○特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのＷＧにおける分析結果を踏まえ、最低でも6000円程度

（単年度で）の効果があるものとして推計する。なお、各都道府県が独自の数値を用いることも可能とする。
○効果額については、データ分析を継続的に行い、検証を継続。

当該県の平成25年度の
外来医療費

当該県の平成35年度の
外来医療費（推計）×÷

｝｛



３．人口１人当たり外来医療費の地域差縮減を目指す取組の適正化効果額の推計方法

○ 外来医療費については、一定の広がりのある取組を通じて医療費の地域差縮減が期待される点に着目して
推計式を設定。

○ 具体的には、
① 生活習慣の改善や予防により、一定の医療費の適正化が見込まれる生活習慣病関連の慢性疾患のうち、都

道府県・保険者・医療関係者による取組が一定の広がりを持って行われているものについて、都道府県・保
険者・医療関係者の連携による糖尿病に関する重症化予防の取組の推進や

② かかりつけ医、かかりつけ薬剤師・薬局の役割の発揮や、病院と診療所の連携の推進による重複投薬、
複数種類の医薬品の投与の適正化

などにより、結果的に1人当たり外来医療費の地域差が縮減する効果が期待されるため、今回の医療費適正化基本
方針の推計式では、これらの要素を加味した以下の推計式とする。

○ 骨太2015では「都道府県別の一人当たり医療費の差を半減させることを目指す」とされている。このため、
以下の推計式に加え、引き続き、第3期医療費適正化計画の計画期間に向けてレセプトデータ等の分析を継続的
に行うとともに、関係者における知見やエビデンスの集積を図り、効果があると認められ、一定の広がりのあ
る取組について追加を検討。

＜推計式のイメージ＞ ※各都道府県ごとに推計

当該県の平成25年度の生活習慣病
（糖尿病）の40歳以上の人口1人

当たり医療費（推計）

生活習慣病（糖尿病）の
40歳以上の人口1人当たり
医療費の全国平均（推計）

－ ）÷ ２ ×
当該県の平成25年
度の40歳以上の

人口（推計）
）｛（（

３医療機関以上の重複投薬の調剤費等のうち、
2医療機関を超える調剤費等の1人当たり調剤費等 ×

当該県の３医療機関以上、
重複投薬となっている患者数

＋ （ ÷ ２ ）

当該県の平成25年度の
外来医療費

当該県の平成35年度の
外来医療費（推計）×÷

平均を上回る地
域が仮に平均と
の差を半減した

場合

全ての都道府
県において、一
定の医薬品の
適正化等の取
組を行う場合

推計式の考え方について④
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－＋ （（
15剤以上の高齢者
（65歳以上）の

1人当たり調剤費等

14剤の高齢者
（65歳以上）の

1人当たり調剤費等
） ×

当該県の平成25年度における
15剤以上の高齢者

（65歳以上）数（推計）
÷ ２ ）｝



４．病床機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえた医療費の推計方法

○ 高齢者医療確保法第９条第２項に基づき、「当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の機能の分
化及び連携の推進の成果」を踏まえ、医療費の推計額を設定する。

◎高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
第９条 （略）
２ 都道府県医療費適正化計画においては、当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の機能の分化及び連携の推進の成果並びに住

民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところに
より算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み（第１１条第４項において「都道府県の医療に要する費用の目標」という。）に関
する事項を定めるものとする。

＜推計式のイメージ＞ ※２次医療圏単位を積み上げて各都道府県ごとに推計

推計式の考え方について⑤
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平成35年度の患者数（人日）
の見込み

１人あたり医療費（推計）✕

◎医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）
（病床の機能の区分）
第30条の33の２ 法第30条の13第１項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。
一 高度急性期機能 急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、診療密度の特に高い医療を提供するもの
二 急性期機能 急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、医療を提供するもの（前号に該当するものを除く。）
三 回復期機能 急性期を経過した患者に対し、在宅復帰に向けた医療又はリハビリテーションの提供を行うもの（急性期を経過した脳血管疾患、
大腿骨骨頚部骨折その他の疾患の患者に対し、ＡＤＬ（日常生活における基本的動作を行う能力をいう。）の向上及び在宅復帰を目的としたリ
ハビリテーションの提供を集中的に行うものを含む。）
四 慢性期機能 長期にわたり療養が必要な患者（長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む。）、筋ジストロフィー患
者、難病患者その他の疾患の患者を含む。）を入院させるもの

（注１）患者数は、病床機能の分化及び連携の推進のための病床機能の区分（医療法施行規則第30条の33の２）及び在宅医療等
（病床機能の分化及び連携に伴うもの）を踏まえ、５区分を設定する。なお、2次医療圏単位で患者住所地及び医療機関所在地
を勘案して推計したものを用いる。

（注２）１人当たり医療費（推計）等については、ＮＤＢをもとに（注１）の区分に応じて設定する。

（注３）将来の診療報酬改定等の国の政策による影響について、その都度、各都道府県の医療費目標を調整することとする。なお、
具体的な方法については、引き続き検討する。

（注４）病床機能の分化及び連携に伴う在宅医療等の増加分については、現時点では移行する患者の状態等が不明であり、今後、
どのような受け皿が必要か等について検討が進められるため、医療費の推計として盛り込んでいない。
（第3期医療費適正化計画の評価の際に所要の分析等を行う。）なお、都道府県は独自に推計を行うことができる。（P1再掲）



（参考１）人口1人当たり外来医療費の地域差縮減を目指す取組の各計算式の考え方

① 特定健診等の実施率の向上や、糖尿病性腎症重症化予防プログラムなどに基づく重症化予防の
取組の推進など、各都道府県における生活習慣病対策の取組が進展している。これにより、糖尿
病の患者（４０歳以上）の１人当たりにかかる医療費が減少することが期待される。こういった
取組を通じて、全国平均との差が半減すると仮定した推計を行う。なお、これらの取組は全国的
に広がる可能性があることから、平均を下回る都道府県は、例えば、平均を上回る都道府県の中
で平均に近い都道府県と同等程度の効果が期待されると仮定した推計などを独自に行う。

② かかりつけ医、かかりつけ薬剤師・薬局の役割の発揮や、病院と診療所の連携の推進、保険者
による訪問指導などの取組が広がっている。これにより、同じ薬剤を複数の病院や薬局から投与
される人が減少することが期待される。これにより、３医療機関以上から重複して投薬がされて
いた者が半減し、２医療機関を超える部分の調剤費等が軽減されると仮定した推計を行う。

③ かかりつけ医、かかりつけ薬剤師・薬局の役割の発揮や、病院と診療所の連携の推進や、保険
者による訪問指導などの取組が広がっている。これにより、1人の患者への多量の薬剤の投与が減
少することが期待される。これにより、例えば15剤以上の投薬がされていた高齢者（６５歳以上）が
半減し、その分の調剤費等が軽減されると仮定した推計を行う。
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8

○骨太2015では、「都道府県別の一人当たり医療費の差を半減させることを目指す」とされており、
本基本方針では、
・都道府県別の一人当たり外来医療費（全国一律の目標を定める後発医薬品、特定健診の効果を
除いたもの）について、

・年齢調整を行い、
・なお残る一人当たり外来医療費の地域差について平均との差を半減することとして取り扱う。
※なお、取組が全国的に広がる可能性があることから、平均を下回る都道府県は、例えば、平均を上回る都道府県の中で
平均に近い都道府県と同等程度の効果が期待されると仮定した推計などを独自に行う。

○Ｐ５で示している３つの取組では、上記の地域差半減には到達しないと見込まれる。このため、
厚生労働省においては、引き続き、第3期医療費適正化計画の計画期間に向けてレセプトデータ等
の分析を継続的に行うとともに、関係者における知見やエビデンスの集積を図り、効果があると
認められ、一定の広がりのある取組について追加を検討。

○なお、各都道府県の地域差縮減に向けた取組の検討に資するよう、国から都道府県に対し、疾病
別医療費に関するデータ等を提供する。

（参考２）「一人当たり医療費の差の半減」の考え方

◎経済財政運営と改⾰の基本⽅針2016（平成28年６⽉２⽇閣議決定）抄
（医療費適正化計画の策定、地域医療構想の策定等による取組推進）

「経済・財政再⽣計画」が⽬指す医療費の地域差の半減に向け、医療費適正化基本⽅針に係る追加検討を進め、地域医療構想に基づ
く病床機能の分化及び連携の推進の成果等を反映させる⼊院医療費の具体的な推計⽅法や、医療費適正化の取組とその効果に関する分
析を踏まえた⼊院外医療費の具体的な推計⽅法及び医療費適正化に係る具体的な取組内容を、本年夏頃までに⽰す。医療費適正化計画
においては、後発医薬品の使⽤割合を80％以上とすることに向けた後発医薬品の使⽤促進策について記載するとともに、重複投薬の
是正に関する⽬標やたばこ対策に関する⽬標、予防接種の普及啓発施策に関する⽬標等の設定を⾏い、取組を推進する。

◎経済財政運営と改⾰の基本⽅針2015（平成27年６⽉30⽇閣議決定）抄
（医療・介護提供体制の適正化）

都道府県ごとの地域医療構想を策定し、データ分析による都道府県別の医療提供体制の差や将来必要となる医療の「⾒える化」を⾏
い、それを踏まえた病床の機能分化・連携を進める。その際、療養病床については、病床数や平均在院⽇数の地域差が⼤きいことから、
⼊院受療率の地域差縮⼩を⾏い、地域差の是正を着実に⾏う。(略)これらの取組を進めるため、地域医療構想と整合的な形で、都道府
県ごとに医療費の⽔準や医療の提供に関する⽬標を設定する医療費適正化計画を策定する。平成27年度中に、国において⽬標設定の
ための標準的な算定⽅式を⽰す。これらの取組を通じて、都道府県別の⼀⼈当たり医療費の差を半減させることを⽬指す。



参考資料①
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平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
平成29年度
（目標値）

特定健康診査の実施率 38.9％ 41.3％ 43.2％ 44.7％ 46.2％ 47.6％ 48.6％ 70％

特定保健指導の実施率 7.7％ 12.3％ 13.1％ 15.0％ 16.4％ 17.7％ 17.8％ 45％

メタボリックシンドロー
ムの該当者及び予備群の

減少率
- - - 2.12％ 3.09％ 3.47％ 3.18％ 25％

医療機能の強化・連携等
を通じた平均在院日数の

短縮（※１）
31.6日 31.3日 30.7日 30.4日 29.7日 29.2日 28.6日 28.6日

実績医療費（※２）
34兆8,084

億円
36兆67
億円

37兆4,202
億円

38兆5,850
億円

39兆2,117
億円

40兆610
億円

-
-

（※３）

【出典】
（※１）平均在院日数の出典は病院報告（厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室）であるが、年度単位ではなく年単位の統計のため、

表中「平成○年度」を「平成○年」と読み替えて記載。
（※２）実績医療費は国民医療費（厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室）を用いている。
（※３）計画期間における医療費の見通しを示している46都道府県の医療費の見通しを機械的に足し上げると、特定健診等の推進や平均在院日数の短縮等がな

された場合の医療費は約45.6兆円となっている。

第二期医療費適正化計画の進捗状況（平成27年度）

○ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第11条の規定（平成27年５月29日施行の改正
規定）により、厚生労働省は平成27年度より毎年度、全国医療費適正化計画の進捗状況の公表を行うことと
されている。

○ 第二期医療費適正化計画では、特定健康診査の実施率、特定保健指導の実施率、メタボリックシンド
ロームの該当者及び予備群の減少率、平均在院日数に関する数値目標と、医療費の見通しについて定めてお
り、これらの直近の進捗状況を報告する。
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都道府県
特定健康診査受診率

（％）
特定保健指導実施率

（％）
都道府県

特定健康診査受診率
（％）

特定保健指導実施率
（％）

北海道 36.4% 13.2% 滋賀県 47.9% 19.3%
青森県 40.7% 22.9% 京都府 43.6% 15.7%
岩手県 47.1% 14.8% 大阪府 41.0% 11.8%

宮城県 54.5% 16.0% 兵庫県 42.3% 15.9%
秋田県 41.6% 23.1% 奈良県 37.5% 16.4%
山形県 54.8% 23.3% 和歌山県 39.2% 21.9%

福島県 46.6% 21.5% 鳥取県 42.4% 22.0%
茨城県 46.2% 18.6% 島根県 47.4% 21.8%
栃木県 44.7% 19.1% 岡山県 39.5% 18.2%

群馬県 46.3% 15.3% 広島県 41.4% 21.5%
埼玉県 45.8% 15.4% 山口県 38.5% 20.1%
千葉県 48.3% 16.5% 徳島県 43.5% 31.2%
東京都 65.5% 14.7% 香川県 46.8% 28.3%

神奈川県 45.9% 13.0% 愛媛県 39.8% 21.2%
新潟県 52.7% 19.2% 高知県 42.9% 15.5%
富山県 53.8% 21.7% 福岡県 42.3% 18.6%

石川県 51.5% 24.6% 佐賀県 42.5% 28.7%
福井県 45.4% 23.4% 長崎県 40.7% 29.3%
山梨県 51.6% 23.3% 熊本県 42.9% 28.9%

長野県 51.3% 27.8% 大分県 48.4% 27.5%
岐阜県 46.4% 24.0% 宮崎県 40.1% 24.6%
静岡県 49.3% 18.0% 鹿児島県 45.2% 25.7%
愛知県 49.6% 18.7% 沖縄県 45.3% 33.9%

三重県 50.2% 18.6%

※ 法定報告に基づき、国において作成。法定報告に際して、特定健診を受診した者及び特定保健指導利用者に係る事項として、
当該者の住所地の郵便番号についても報告を求めており、国において郵便番号に基づき、都道府県別に振り分けたもの。

（参考１）都道府県別の特定健診・特定保健指導の実施状況（平成25年度）
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※

（出典）「平成26年(2014)医療施設（静態・動態）調査・病院報告の概況」より
○平均在院日数は以下の式により算出される。 ○療養病床については以下の式により算出される。

年間在院患者延数
1/2  × （年間新入院患者数＋年間退院患者数）

同一医療機関内の
他の病床から移された

患者数（年間）

年間新入院
患者数

年間退院
患者数

同一医療機関内の
他の病床へ移された

患者数（年間）

年間在院患者延数

＋ ＋ ＋1/2 ×

平均在院日数

精神病床 療養病床 一般病床 総数

北 海 道 266.9 233.3 18.4 32.5 
青 森 235.2 131.6 18.1 30.1 
岩 手 274.6 173.6 19.0 31.1 
宮 城 321.0 108.1 16.3 26.2 
秋 田 274.4 182.9 18.8 31.3 
山 形 249.2 114.0 17.1 28.0 
福 島 329.2 168.1 17.8 30.1 
茨 城 324.1 156.0 16.4 28.0 
栃 木 369.7 170.0 17.1 30.3 
群 馬 361.8 121.4 16.6 27.8 
埼 玉 284.0 189.2 16.6 29.2 
千 葉 339.3 179.5 15.8 26.1 
東 京 198.9 179.3 14.5 22.1 
神 奈 川 234.1 202.0 14.1 22.2 
新 潟 352.0 174.5 18.7 30.0 
富 山 320.5 245.4 16.7 30.6 
石 川 277.5 193.6 18.6 32.1 
福 井 234.5 138.9 17.9 28.8 
山 梨 264.1 136.7 17.5 30.0 
長 野 238.6 116.0 15.5 23.4 
岐 阜 261.1 119.9 15.7 24.7 
静 岡 270.4 186.2 15.5 27.1 
愛 知 261.2 151.5 14.7 24.2 
三 重 306.0 154.2 16.6 28.9 
滋 賀 249.7 181.9 16.9 25.9 

平均在院日数

精神病床 療養病床 一般病床 総数

京 都 268.5 199.0 19.1 27.3 

大 阪 237.3 187.2 16.9 27.2 
兵 庫 297.2 160.0 16.0 26.7 
奈 良 265.5 133.3 17.0 26.2 
和 歌 山 332.7 131.2 19.9 29.6 
鳥 取 287.1 97.1 18.2 29.9 
島 根 250.2 147.9 18.3 30.2 
岡 山 236.5 127.2 18.2 28.1 
広 島 292.7 156.8 17.3 30.7 
山 口 405.2 197.1 18.4 39.9 
徳 島 400.2 137.9 19.2 38.0 
香 川 311.6 166.3 17.1 28.2 
愛 媛 323.6 136.8 18.4 31.8 
高 知 238.0 194.0 22.0 42.9 
福 岡 312.7 168.4 18.4 34.6 
佐 賀 321.2 127.6 20.1 41.6 
長 崎 352.4 111.6 18.5 37.5 
熊 本 286.4 167.0 20.5 39.5 
大 分 400.1 137.8 19.8 33.0 
宮 崎 343.7 128.4 18.6 37.1 
鹿 児 島 380.8 130.4 20.2 43.3 
沖 縄 263.1 178.8 16.2 30.4 
全 国 281.2 164.6 16.8 28.6 

（参考２）都道府県別の平均在院日数（平成26年）
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住民の健康の保持の推進 医療の効率的な提供の推進

特定健康診査の実施率（％） 特定保健指導の実施率（％）
メタボリックシンドローム該当者

及び予備群の減少率（％）
平均在院日数（日）

平成25年度 目標 平成25年度 目標 平成25年度 目標 平成25年 平成26年 目標

北 海 道 36.4 69.0 13.2 45.0 2.30 25.0 33.3 32.5 33.0

青 森 県 40.7 68.0 22.9 45.0 0.91 25.0 31.1 30.1 31.5

岩 手 県 47.1 70.0 14.8 45.0 6.10 32.0 31.1 30.0 

宮 城 県 54.5 70.0 16.0 45.0 4.30 25.0 26.2 26.2 26.4

秋 田 県 41.6 70.0 23.1 45.0 3.70 6.3 32.1 31.3 31.1

山 形 県 54.8 70.0 23.3 45.0 10.60 25.0 28.2 28.0 28.6 

福 島 県 46.6 70.0 21.5 45.0 0.45 25.0 30.5 30.1 30.4 

茨 城 県 46.2 70.0 18.6 45.0 6.70 25.0 28.7 28.0 29.5

栃 木 県 44.7 70.0 19.1 45.0 -0.20 25.0 31.1 30.3 29.2 

群 馬 県 46.3 70.0 15.3 35.0 -0.70 25.0 28.1 27.8 28.7 

埼 玉 県 45.8 70.0 15.4 45.0 3.20 25.0 30.1 29.2 30.8 

千 葉 県 48.3 70.0 16.5 45.0 0.60 25.0 26.6 26.1 27.8 

東 京 都 65.5 14.7 3.29 22.4 22.1

神奈川県 45.9 70.0 13.0 45.0 1.50 25.0 22.7 22.2 23.7 

新 潟 県 52.7 70.0 19.2 45.0 4.14 25.0 32.5 32.1 

富 山 県 53.8 70.0 21.7 45.0 -2.88 25.0 30.9 30.6 30.4 

石 川 県 51.5 70.0 24.6 45.0 4.78 25.0 34.5 33.9 

福 井 県 45.4 70.0 23.4 45.0 -5.40 25.0 29.4 28.8 28.1 

山 梨 県 51.6 70.0 23.3 45.0 1.00 25.0 30.3 30.0 28.4 

長 野 県 51.3 70.0 27.8 45.0 4.99 25.0 23.7 23.4 （H23より減少）

岐 阜 県 46.4 70.0 24.0 45.0 8.00 25.0 25.1 24.7 25.4

静 岡 県 49.3 70.0 18.0 45.0 7.10 25.0 27.5 27.1 27.9 

愛 知 県 49.6 70.0 18.7 45.0 1.60 25.0 24.7 24.2 24.6 

三 重 県 50.2 70.0 18.6 45.0 1.39 25.0 29.5 28.9 

（参考３ｰ１）都道府県医療費適正化計画の進捗状況
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（参考３ｰ２）都道府県医療費適正化計画の進捗状況
住民の健康の保持の推進 医療の効率的な提供の推進

特定健康診査の実施率（％） 特定保健指導の実施率（％）
メタボリックシンドローム該当
者及び予備群の減少率（％）

平均在院日数（日）

平成25年度 目標 平成25年度 目標 平成25年度 目標 平成25年 平成26年 目標

滋 賀 県 47.9 70.0 19.3 45.0 -1.20 25.0 26.1 25.9 26.7 

京 都 府 43.6 70.0 15.7 45.0 -1.50 25.0 31.2 30.2 

大 阪 府 41.0 70.0 11.8 45.0 4.30 25.0 28.9 27.9 28.5 

兵 庫 県 42.3 70.0 15.9 45.0 4.50 25.0 27.3 26.7 25.0 

奈 良 県 37.5 65.0 16.4 45.0 0.10 25.0 26.9 26.2 引き続き減少

和歌山県 39.2 70.0 21.9 45.0 1.00 25.0 30.3 29.6 30.2 

鳥 取 県 42.4 70.0 22.0 45.0 29.9 29.9 

島 根 県 47.4 70.0 21.8 45.0 -0.2 （25.0） 31.1 30.2 

岡 山 県 39.5 70.0 18.2 45.0 4.10 25.0 28.7 28.1 27.4 

広 島 県 41.4 65.0 21.5 45.0 -6.00 25.0 33.7 32.8 

山 口 県 38.5 70.0 20.1 45.0 -0.30 25.0 40.5 39.9 40.9 

徳 島 県 43.5 70.0 31.2 45.0 5.02 13.0 38.8 38.0 36.5 

香 川 県 46.8 80.0 28.3 60.0 -1.80 25.0 28.9 28.2 29.6 

愛 媛 県 39.8 70.0 21.2 45.0 3.10 25.0 34.5 33.6 

高 知 県 42.9 65.0 15.5 45.0 3.10 25.0 43.6 42.9 43.1 

福 岡 県 42.3 70.0 18.6 45.0 -1.29 25.0 35.5 34.6 35.1 

佐 賀 県 42.5 70.0 28.7 45.0 0.12 25.0 42.2 41.6 39.5 

長 崎 県

熊 本 県 42.9 70.0 28.9 45.0 1.39 25.0 40.2 39.5 36.3 

大 分 県 48.4 70.0 27.5 45.0 4.51 10.0 33.6 33.0 31.6 

宮 崎 県 40.1 70.0 24.6 45.0 -3.59 37.8 37.1 33.5 

鹿児島県 45.2 65.0 25.7 45.0 1.91 25.0 43.8 43.3 41.5 

沖 縄 県 45.3 70.0 33.9 45.0 -0.20 25.0 31.0 30.4 28.5 14



（参考４ｰ１）医療費適正化計画の進捗状況の公表に係るＵＲＬ一覧

都道府県名 ＵＲＬ

北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kki/kak/grp/00/iryouhitekiseikakeikaku2shinchokujyoukyou.pdf

青森県 http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/koreihoken/files/27tekiseika_kouhyou.pdf

岩手県 https://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/041/920/27sinntyokujyoukyou.pdf

宮城県 http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/359615.pdf

秋田県

山形県 http://www.pref.yamagata.jp/ou/kenkofukushi/090001/plan_dept/copy_of_iryouhitekiseika2/shintyoku.2015-12-16.1823497384.pdf

福島県 http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/145369.pdf

茨城県 https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/hokenfukushi/koso/documents/dai2_jokyo.pdf

栃木県 http://www.pref.tochigi.lg.jp/e09/documents/iryou-tekiseika-shinchoku26.pdf

群馬県 http://www.pref.gunma.jp/contents/000363632.pdf

埼玉県 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/iryou-keikaku/documents/tekisei2712.pdf

千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/tekiseika/kouhyou.html

東京都 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kokuho/keikaku2.files/271225shinchoku.pdf

神奈川県 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f470021/p101398.html

新潟県 http://www.pref.niigata.lg.jp/shidou/1356810960061.html

富山県 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1200/kj00006770.html

石川県

福井県 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/dainijitekiseikasinchoku.html

山梨県 https://www.pref.yamanashi.jp/imuka/documents/00_kouhyoformat.pdf

長野県

岐阜県 http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/iryo/horei/11221/medex.data/27kohyo.pdf

静岡県 http://www2.pref.shizuoka.jp/all/shingi.nsf/gaiyou_sosiki/BE5FFC36C58692C049256B440022FFCD

愛知県 https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/201241.pdf

三重県 http://www.pref.mie.lg.jp/IRYOS/HP/77893023386.htm
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（参考４ｰ２）医療費適正化計画の進捗状況の公表に係るＵＲＬ一覧

都道府県名 ＵＲＬ

滋賀県 http://www.pref.shiga.lg.jp/e/kenko-t/files/format.pdf

京都府 http://www.pref.kyoto.jp/iryohoken/documents/kouhyou.pdf

大阪府 http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/25141/00183707/shintyokujoukyou.pdf

兵庫県 https://web.pref.hyogo.lg.jp/hw06/documents/2016_0104.pdf

奈良県 http://www.pref.nara.jp/secure/110249/kouhyou.pdf

和歌山県 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/041200/h_kokuho/documents/dainikitekiseika_hyoka27.pdf

鳥取県 http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/788280/tekiseika.pdf

島根県 http://www.pref.shimane.lg.jp/kenko/index.data/h27sinntyoku.pdf

岡山県 http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/455361_3129181_misc.pdf

広島県 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/196089.pdf

山口県 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/2/e/3/2e39f931367de0c83fa8a1f8eb5187e4.pdf

徳島県 http://www.pref.tokushima.jp/docs/2013032900147/files/shintyoku.pdf

香川県 http://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/soumuiji/151222iryouhitekiseika_2.pdf

愛媛県 https://www.pref.ehime.jp/h20180/documents/tekiseika_27sintyoku.pdf

高知県 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131801/files/2013033100126/file_201512141105217_1.pdf

福岡県 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shintyoku.html

佐賀県 https://www.pref.saga.lg.jp/web/kurashi/_1019/kf-iryouhoken/_95951.html

長崎県

熊本県 http://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=15009&sub_id=1&flid=60823

大分県 http://www.pref.oita.jp/uploaded/life/121274_1151370_misc.pdf

宮崎県 http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kokuhoengo/kenko/iryo/20160129113439.html

鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/ae01/kenko-fukushi/kenko-iryo/gaiyo/tekiseika2-shinchoku27.html

沖縄県 http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/kokuho/koreiiryo/documents/sintyoku.pdf 16
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医療費適正化基本方針・医療費適正化計画の概要について

国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療費適正化を総合的かつ計画
的に推進するため、国は医療費適正化基本方針を策定するとともに、６年を１期として医療
費適正化計画を定める。また、都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、医療費適正化
計画を定めることとなっている。

根拠法 ：高齢者の医療の確保に関する法律
作成主体 ：国、都道府県
計画期間 ：５年（第１期：平成20～24年度、第２期：平成25～29年度）

※平成２７年５月の医療保険制度改革により第３期計画以降の計画期間は６年

(１) 特定健康診査の実施率に関する目標（数値）
(２) 特定保健指導の実施率に関する目標（数値）
(３) メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率に関する目標（数値）
(４) たばこ対策に関する目標

＜第２期医療費適正化計画において定めている目標＞

(１) 医療機能の強化・連携等を通じた平均在院日数の短縮に関する目標
(２) 後発医薬品の使用促進に関する目標

・ 住民の健康の保持の推進に関する目標

・医療の効率的な提供の推進に関する目標

18



○ 特定健診・保健指導の実施率は、施行(平成20年度)から８年経過し、着実に向上しているが、目標（特定健診
70%以上 保健指導45%以上）とは依然かい離があり、更なる実施率の向上に向けた取組が必要である。

＜特定健診＞
受診者数 2019万人（Ｈ20年度） → 2616万人（Ｈ26年度）
実施率 38.9％ （Ｈ20年度） → 48.6％ （Ｈ26年度）

＜特定保健指導＞
終了者数 30.8万人（Ｈ20年度） → 78.3万人（Ｈ26年度）
実施率 7.7％ （Ｈ20年度） → 17.8％ （Ｈ20年度）

特定健診 特定保健指導の対象者 特定保健指導の終了者

対象者数 受診者数 実施率 対象者数 対象者割合 終了者数 実施率

平成26年度 53,847,427 26,163,456 48.6% 4,403,850 16.8% 783,118 17.8%

平成25年度 53,267,875 25,374,874 47.6% 4,295,816 16.9% 759,982 17.7%

平成24年度 52,806,123 24,396,035 46.2% 4,317,834 17.7% 707,558 16.4%

平成23年度 52,534,157 23,465,995 44.7% 4,271,235 18.2% 642,819 15.0%

平成22年度 52,192,070 22,546,778 43.2% 4,125,690 18.3% 540,942 13.1%

平成21年度 52,211,735 21,588,883 41.3% 4,086,952 18.9% 503,712 12.3%

平成20年度 51,919,920 20,192,502 38.9% 4,010,717 19.9% 308,222 7.7%

特定健診･特定保健指導の実施状況
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○ 積極的支援参加者と不参加者を比較すると、１人当たり入院外医療費については、男性で－8,100～－5,720円、
女性で－7,870～ －1,680円の差異が見られた。

○ 外来受診率については、男性で－0.40～－0.19件／人、女性で－0.37～＋0.03件／人の差異が見られた。

【1⼈当たり⼊院外医療費】
参加者と不参加者の差

男性－5,830円 (平成21年度)
－8,100円 (平成22年度)
－7,940円 (平成23年度)
－7,210円 (平成24年度)
－5,720円 (平成25年度)

⼥性－7,870円 (平成21年度)
－7,500円 (平成22年度)
－6,940円 (平成23年度)
－5,180円 (平成24年度)
－1,680円 (平成25年度)

の差異

【外来受診率】
参加者と不参加者の差

男性－0.28件／⼈ (平成21年度)
－0.40件／⼈ (平成22年度)
－0.35件／⼈ (平成23年度)
－0.29件／⼈ (平成24年度)
－0.19件／⼈ (平成25年度)

⼥性－0.35件／⼈ (平成21年度)
－0.37件／⼈ (平成22年度)
－0.25件／⼈ (平成23年度)
－0.13件／⼈ (平成24年度)
+0.03件／⼈ (平成25年度)

の差異

1年後 ２年後 ３年後 4年後 5年後
(平成21年度)  (平成22年度) (平成23年度) (平成24年度) (平成25年度)

特定保健指導による生活習慣病関連の１人当たり外来医療費等の経年分析
（平成20～25年度）

＊，＊＊・・・統計学的に有意な差
(円)

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

積極的支援
不参加者

積極的支援
参加者

＊p＜0.05 ＊＊p＜0.01

(円)
100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

1年後 ２年後 ３年後 4年後 5年後
(平成21年度)  (平成22年度) (平成23年度) (平成24年度) (平成25年度)

男性40～64歳 女性40～64歳

1年後 ２年後 ３年後 4年後 5年後
(平成21年度)  (平成22年度) (平成23年度) (平成24年度) (平成25年度)

男性40～64歳 女性40～64歳

1年後 ２年後 ３年後 4年後 5年後
(平成21年度)  (平成22年度) (平成23年度) (平成24年度) (平成25年度)

(件/人) (件/人)

（特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキンググループ報告書）

※平成20～25年度の特定健診・保健指導データとレセプトデータのうち突合率が80％以上の364保険者のデータ（分析対象：19.3万人）のうち、平成20年度に積
極的支援に参加した11606人と不参加だった84558人について、21年度以降の糖尿病、高血圧症、脂質異常症に関する外来医療費等の経年分析をした。
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○ 積極的支援の参加者は不参加者と比較すると、特定保健指導後の５年間にわたり、特定健診のほぼ全ての
検査値（腹囲、体重、血圧、脂質）について、改善効果が継続していることが確認された。

○ 動機づけ支援参加者についても、積極的支援より改善幅は小さかったが、同様の傾向がみられた。

【体重】
平成20年度と⽐べて参加者は

男性－1.98kg (平成21年度)
－1.54kg (平成22年度)
－1.25kg (平成23年度)
－1.22kg （平成24年度)
－1.25kg （平成25年度)

⼥性－2.26kg (平成21年度)
－1.86kg (平成22年度)
－1.65kg (平成23年度)
－1.57kg   (平成24年度)
－1.63kg （平成25年度)

【腹囲】
平成20年度と⽐べて参加者は

男性－2.33cm (平成21年度)
－1.91cm (平成22年度)
－1.46cm (平成23年度)
－1.42cｍ (平成24年度)
－1.47cｍ （平成25年度)

⼥性－3.01cm (平成21年度)
－2.82cm (平成22年度)
－2.66cm (平成23年度)
－2.39cｍ (平成24年度)
－2.16cｍ （平成25年度)

＊，＊＊・・・統計学的に有意な差特定保健指導（積極的支援）による検査値の推移（平成20年度との差）

＊p＜0.05 ＊＊p＜0.01

男性40～64歳

H21‐H20    H22‐H20  H23‐H20 H24‐H20   H25‐H20

(cm)

積極的支援
参加者

積極的支援
不参加者

女性40～64歳(cm)

男性40～64歳 女性40～64歳

H21‐H20    H22‐H20  H23‐H20 H24‐H20   H25‐H20

H21‐H20    H22‐H20  H23‐H20 H24‐H20   H25‐H20 H21‐H20    H22‐H20  H23‐H20 H24‐H20   H25‐H20

※積極的⽀援・・・特定保健指導対象者のうち、腹囲が⼀定数値以上で、追加リスク（⾎糖・⾎圧・脂質）が２つ以上該当か、
１つ該当かつ喫煙歴がある、40〜64歳の者が対象。

※動機付け⽀援・・ 特定保健指導対象者のうち、腹囲が⼀定数値以上で、追加リスクが１つ該当かつ喫煙歴がない者への⽀援。
40〜74歳が対象。(65歳以上では、積極的⽀援の基準に該当する場合でも動機付け⽀援を実施)

（平成20年度平均 参加者91.40ｃｍ 不参加者91.40ｃｍ） （平成20年度平均 参加者95.03ｃｍ 不参加者94.65ｃｍ）

（平成20年度平均 参加者75.30ｋｇ 不参加者74.96ｋｇ） （平成20年度平均 参加者65.55ｋｇ 不参加者66.20ｋｇ）

(Kg) (Kg)

【参考】特定保健指導による特定健診の検査値への改善効果（平成20～25年度）

※分析対象：364保険者（国保320、健保組合2、共済42）、20万〜22万⼈（分析⽅法で異なる）
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女性40～64歳 【⾎糖(HbA1c)】 ※1

平成20年度と⽐べて
男性－0.01％ (平成21年度)

＋0.06％ (平成22年度)
＋0.07％ (平成23年度)
＋0.09％ (平成24年度)
＋0.11％ (平成25年度)

⼥性－0.0４％ (平成21年度)
＋0.01％ (平成22年度)
＋0.03％ (平成23年度)
＋0.07％ (平成24年度)
＋0.08％ (平成25年度)

【⾎圧(収縮期⾎圧)】※２

平成20年度と⽐べて
男性－2.13mmHg (平成21年度)

－1.21mmHg (平成22年度)
－0.76mmHg (平成23年度)
－0.88mmHg (平成24年度)
－0.63mmHg (平成25年度)

⼥性－3.24mmHg  (平成21年度)
－3.13mmHg (平成22年度)
－3.00mmHg (平成23年度)
－2.65mmHg (平成24年度)
－2.80mmHg (平成25年度)

【脂質(中性脂肪)】
平成20年度と⽐べて

男性－35.91mg/dl (平成21年度)
－29.55mg/dl (平成22年度)
－31.15mg/dl (平成23年度)
－31.16mg/dl (平成24年度)
－36.23mg/dl (平成25年度)

⼥性－27.80mg/dl (平成21年度)
－27.02mg/dl (平成22年度)
－26.27mg/dl (平成23年度)
－29.27mg/dl (平成24年度)
－31.79mg/dl (平成25年度)

＊，＊＊・・・統計学的に有意な差

※1 ベースラインの差を補正するため、 HbA1c7.0%未満の対象者について分析。
平成25年4⽉より、JDS値からNGSP値へ変更となったため、平成20年度〜平成25年度のデータを換算式にてNGSP値に換算して分析

※2 ベースラインの差を補正するため、160mmHg未満の対象者について分析

積極的支援
参加者

積極的支援
不参加者

＊p＜0.05 ＊＊p＜0.01

(%)

H21‐H20    H22‐H20  H23‐H20 H24‐H20   H25‐H20

H21‐H20    H22‐H20  H23‐H20 H24‐H20   H25‐H20 H21‐H20    H22‐H20  H23‐H20 H24‐H20   H25‐H20

H21‐H20    H22‐H20  H23‐H20 H24‐H20   H25‐H20 H21‐H20    H22‐H20  H23‐H20 H24‐H20   H25‐H20

H21‐H20    H22‐H20  H23‐H20 H24‐H20   H25‐H20

男性40～64歳

男性40～64歳

男性40～64歳

女性40～64歳

女性40～64歳

(%)

(mmHg) (mmHg)

(mg/dl) (mg/dl)

（平成20年度平均 参加者5.63％ 不参加者5.65％） （平成20年度平均 参加者5.80 ％ 不参加者5.79％）

（平成20年度平均 参加者130.29mmHg 不参加者130.76 mmHg） （平成20年度平均 参加者134.15 mmHg 不参加者134.36 mmHg）

（平成20年度平均 参加者206.05mg/dl  不参加者204.19mg/dl） （平成20年度平均 参加者172.03mg/dl  不参加者170.05mg/dl）
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同一月内に複数種類の薬剤を投与された65歳以上の患者の割合

（注）平成25年10月の入院外レセプト、調剤レセプトについて、医療機関所在地、薬局所在地ベースで分析。
※患者Ａがa県の薬局から３種類の薬剤を、b県の薬局から６種類の薬剤を投与されている場合は、b県で計上。
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特定健診・特定保健指導について

○ 根拠法：「高齢者の医療の確保に関する法律」

○ 実施主体：医療保険者

○ 対象：４０歳以上７４歳以下の被保険者・被扶養者

○ 内容（健診）：高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の内臓脂肪の蓄積に
起因する生活習慣病に関する健康審査を実施

○ 内容（保健指導）：健診の結果、健康の保持に努める必要がある者に対して
特定保健指導を実施。

○ 実施計画：医療保険者は５年ごとに特定健診等実施計画を策定

＊第３期からは６年ごと

○ 計画期間：第１期（平成20年度～平成24年度）（５年間）
第２期（平成25年度～平成29年度）（５年間）
第３期（平成30年度～平成35年度）（６年間）

○ 健診項目及び対象者：特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準
（厚生労働省令）等により規定

制度概要

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき医療保険者は特定健診・保健指導を実施
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特定健診の定義

○ 「高齢者の医療の確保に関する法律」
（特定健康診査等基本指針）
第十八条 厚生労働大臣は、特定健康診査（糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診

査をいう。以下同じ。）及び特定保健指導（特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要があ
る者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者とし
て厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。）の適切かつ有効な実施を図るため
の基本的な指針（以下「特定健康診査等基本指針」という。）を定めるものとする。

○ 「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」
（法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病）
第一条 高齢者の医療の確保に関する法律 （以下「法」という。）第十八条第一項 に規定する政令で定

める生活習慣病は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪（腹腔
内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。）の蓄積に起因するものとする。

定義

25



我が国における疾病構造

我が国の疾病構造は感染症から生活習慣病へと変化生活習慣病は死亡割合の約６割を占めている

※ 生活習慣病関連疾患に係る医療費は、医科診療医療費（28.3兆円）の約３割（8.9兆円）を占める。 （出所） 「平成24年度国民医療費」

悪性新生物
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心疾患
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脳血管疾患
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糖尿病

1.2%

高血圧疾患
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死因別死亡割合（平成２４年）
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286.6

心疾患
（心臓病）
157.9

心疾患
（心臓病）
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脳血管疾患
（脳卒中）

96.5

脳血管疾患
（脳卒中）

96.5

（人口10万対）

肺炎 98.4

結核 1.7

（主な死因と平成24年の死亡率）

我が国における死亡率の推移
（主な死因別）

（出所） 「平成24年度人口動態統計」

（出所） 「平成24年度人口動態統計」

COPD

1.3％
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内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）を
標的とした対策が有効と考えられる３つの根拠

高血糖 高血圧 高脂血

運動習慣の徹底
食生活の改善
禁煙

内臓脂肪型肥満

内臓脂肪の減少
高血糖、高血圧
高脂血がともに
改善

いずれか２疾患有病
約２８％

いずれか１疾患有病
約４７％

３疾患すべて有病
約 ５％

肥満のみ
約２０％

第1の根拠

肥満者の多くが複数の危険因
子を併せ持っている

糖尿病

高血圧症高脂血症

肥満のみ

第2の根拠

危険因子が重なるほど脳
卒中、心疾患を発症する
危険が増大する

40

30

20

10

0 1 2 3〜4

1.0

0

5.1 5.8

35.8

危険因子の保有数

心
疾
患
の
発
症
危
険
度

第3の根拠

生活習慣を変え、内臓脂肪を
減らすことで危険因子のすべ
てが改善

平成１４年度糖尿病実態調査を再集計
労働省作業関連疾患総合対策研究班調査
Nakamura et al. jpn Cric J, 65: 11, 2001

個々のクスリで、１つの山だ
け削っても、他の疾患は改
善されていない。
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・メタボリックシンドロームのリスクの把握

・メタボリックシンドロームの悪化に伴う
生活習慣病の進展状況の把握

特定健診のターゲット

⽣活習慣

・内臓脂肪蓄積

・脂質異常、血圧高値、血糖高値

脳⾎管疾患 虚⾎性⼼疾患
糖尿病性腎症

○ 特定健診・特定保健指導においては、運動・食事・喫煙などに関する不適切な生活習慣が引き金となり、肥満、
血糖高値、血圧高値、動脈硬化症から起こる虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等で、保健指導により発症や重症
化が予防でき、保健指導の効果を健診データなどの客観的指標を用いて評価できるものを主な対象としている。

不適切な
生活習慣

重症化

真のエンドポイントの改善

・脳血管疾患発症率の減少

・虚血性心疾患発症率の減少

・糖尿病性腎症による新規透析導入者の減少 等

メタボリックシンドローム

腎機能障害、
肝機能障害 等

特 定 健 診
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腹囲
追加リスク

④喫煙歴
対象

①血糖 ②脂質 ③血圧 40-64歳 65-74歳

≧85cm(男性)
≧90cm(女性)

2つ以上該当 積極的
支援

動機付け
支援1つ該当

あり

なし

上記以外で
BMI≧25

3つ該当 積極的
支援 動機付け

支援
2つ該当

あり

なし

1つ該当

(注) 斜線欄は、階層化の判定が喫煙
歴の有無に関係ないことを意味する。

１．検査値により、保健指導判定値を超えている場合、以下の分類により、必要となる保健指導の種類が自動的に判定される。

２．但し、必ずしも、自動判定の通りとなるのではなく、医師が全ての検査項目の結果から総合的に判断し、保健指導とすべき
か、医療機関への受療とすべきかを判定する。

３．その上で、保健指導対象者となった者のリストから、医療保険者にて、リスト全員に実施するのか、優先順位をつけ（重点
化）絞り込むかを判断し、最終決定した対象者に保健指導の案内（利用券の送付等）を行う。

①血糖 a 空腹時血糖100mg/dl以上 又は ｂ HbA1ｃの場合 5.6％ 以上 又は ｃ 薬剤治療を受けている場合(質問票より）
②脂質 a 中性脂肪150mg/dl以上 又は b HDLコレステロール40mg/dl未満 又は c 薬剤治療を受けている場合 (質問票より）
③血圧 a 収縮期血圧130mmHg以上 又は b 拡張期血圧85mmHg以上 又は c 薬剤治療を受けている場合(質問票より）
④質問票 喫煙歴あり （①から③のリスクが１つ以上の場合にのみカウント）

＜保健指導判定値＞

※１ 服薬中の者については、医療保険者による特定保健指導の対象としない。
※２ 前期高齢者（６５歳以上７５歳未満）については、積極的支援の対象となった場合でも動機づけ支援とする。

現行の特定保健指導対象者の選定基準
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３ヵ月以上の
継続的支援

初回面接

動機づけ支援 積極的支援

保健師等による６ヵ月後評価

次年度健診結果による評価

（注）積極的支援における６ヶ月後評価は、他の継続支援と一体的に行ってもよいこととなっている。

保健師等の面接支援（個別・グループ）により、対象者が自らの生活習慣を振り返り、
行動目標を立てる。

「動機づけ支援」に加えて、
対象者が自らの生活習慣を振り返り、行動目標を設定し、
保健師等の支援の下、目標達成へ向けた実践（行動）に取り組む。

＜取組の例＞
【習慣づけ】体重・腹囲等測定の習慣づけと記録
【食生活】食事記録、栄養教室への参加
【運動】運動記録、ストレッチ体操やウォーキング等の実施

特定保健指導の流れ
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